
令和 2年仙台市議会議案

（令和元年度補正予算）

（附  予算説明書）

第 1 回 定 例 会

再生紙を使用しています。





議　　　　　　案

第 1 号議案　　令和元年度仙台市一般会計補正予算（第 ５号）

第 2 号議案　　令和元年度仙台市都市改造事業特別会計補正予算（第 １号）

第 3 号議案　　令和元年度仙台市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第 １号）

第 4 号議案　　令和元年度仙台市公債管理特別会計補正予算（第 １号）

第 5 号議案　　令和元年度仙台市新墓園事業特別会計補正予算（第 １号）

第 6 号議案　　令和元年度仙台市介護保険事業特別会計補正予算（第 １号）

第 7 号議案　　令和元年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 １号）

第 8 号議案　　令和元年度仙台市下水道事業会計補正予算（第 ２号）

第 9 号議案　　令和元年度仙台市自動車運送事業会計補正予算（第 １号）

第 10 号議案　　令和元年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 ２号）

第 11 号議案　　令和元年度仙台市水道事業会計補正予算（第 １号）

第 12 号議案　　令和元年度仙台市ガス事業会計補正予算（第 １号）

第 13 号議案　　令和元年度仙台市病院事業会計補正予算（第 １号）

令和 2年 2月 7日提出

仙台市長　　郡　　和 子





第 1 号議案

令和元年度仙台市一般会計補正予算（第 5号）

令和元年度仙台市の一般会計補正予算（第 ５号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,896,598千円を減額し，歳入歳出予算の総	

額を歳入歳出それぞれ553,462,139千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 ２条　繰越明許費の補正は，「第 ２表　繰越明許費補正」による。

（市債の補正）

第 3条　市債の補正は，「第 3表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 本庁舎建替検討 千円
　

千円
16,431

千円
16,431

2 総 務 費 2 企 画 費 情報システムの最適化 4,312 4,312

3 市 民 費 1 市 民 費 六郷東部現地再建まちづくり 57,600 57,600

3 市 民 費 1 市 民 費 区役所庁舎管理 16,152 16,152

3 市 民 費 1 市 民 費 スポーツ施設整備 55,359 55,359

4 健康福祉費 1 健 康 福 祉 費 福祉プラザ施設整備 24,431 24,431

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 特別養護老人ホーム建設費助成 222,660 222,660

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 認知症高齢者グループホーム等
防災改修等支援事業費助成 18,876 18,876

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 高齢者福祉施設非常用自家発電
設備整備費助成 35,388 35,388

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 高齢者福祉施設ブロック塀改修
費助成 59,565 59,565

4 健康福祉費 3 高齢保健福祉費 老人憩の家施設整備設計 2,478 2,478

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 市立保育所大規模修繕 90,686 90,686

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 児童厚生施設大規模修繕 45,172 45,172

4 健康福祉費 4 児童保健福祉費 児童館建設 8,927 8,927

4 健康福祉費 6 災 害 救 助 費 災害住宅応急修理 4,790 4,790

6 経 済 費 1 商 工 費 仙台港周辺地区復興支援 178,797 178,797

6 経 済 費 1 商 工 費 受入環境整備 47,136 47,136

6 経 済 費 2 農 林 費 旧生活改善センター修繕 2,000 2,000

6 経 済 費 2 農 林 費 森林管理 19,814 19,814

6 経 済 費 2 農 林 費 林業振興 25,000 25,000

6 経 済 費 2 農 林 費 農業用施設長寿命化 227,730 227,730

7 土 木 費 1 土 木 管 理 費 被災宅地防災集団移転跡地整
備 188,653 188,653
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 仙台都市圏パーソントリップ
調査 41,615 41,615

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 公共交通活性化推進 9,680 9,680

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 地域交通運行確保・運行支援 10,406 10,406

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 津波被災地域住宅再建支援 12,960 12,960

7 土 木 費 2 都 市 計 画 費 東部地域移転跡地利活用推進 1,098,019 1,098,019

7 土 木 費 3 住 宅 費 市営住宅管理 471,505 471,505

7 土 木 費 3 住 宅 費 市営住宅建設 851,347 851,347

7 土 木 費 3 住 宅 費 住生活基本計画策定 3,589 3,589

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路台帳整備 32,314 32,314

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路維持 881,845 881,845

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 道路新設改良 4,178,044 4,178,044

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 自転車等駐車場維持修繕 60,072 60,072

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 橋りょう維持 1,660,198 1,660,198

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 橋りょう整備 766,849 766,849

7 土 木 費 4 道路橋りょう費 都市計画街路整備 1,629,835 1,629,835

7 土 木 費 5 緑 政 費 緑の基本計画改定 29,997 29,997

7 土 木 費 5 緑 政 費 公園管理 13,420 13,420

7 土 木 費 5 緑 政 費 公園整備 1,265,053 1,265,053

7 土 木 費 5 緑 政 費 動物園施設整備 5,000 5,000

7 土 木 費 5 緑 政 費 街路樹管理 2,000 2,000

7 土 木 費 6 河 川 費 河川改修 215,430 215,430

7 土 木 費 6 河 川 費 河川維持管理 13,500 13,500
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款 項 事　業　名
金　　額

補正前の額 補 正 額 計

7 土 木 費 6 河 川 費 広瀬川創生・清流保全 1,816 1,816

7 土 木 費 7 下 水 道 費 下水道事業建設改良費負担金 6,080 6,080

8 消 防 費 1 消 防 費 消防団施設等整備 23,314 23,314

9 教 育 費 1 教 育 総 務 費 教育情報ネットワーク運営等 4,885,600 4,885,600

9 教 育 費 2 小 学 校 費 学校用備品等整備 32,603 32,603

9 教 育 費 2 小 学 校 費 教材購入 10,219 10,219

9 教 育 費 6 学 校 建 設 費 学校建設 990,906 990,906

9 教 育 費 6 学 校 建 設 費 学校大規模改造 1,951,022 1,951,022

9 教 育 費 8 市民センター費 市民センター建設 25,314 25,314

11 災害復旧費 1 災 害 復 旧 費 農林施設災害復旧 413,500 606,300 1,019,800

11 災害復旧費 1 災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧 2,342,657 408,360 2,751,017

11 災害復旧費 1 災 害 復 旧 費 社会福祉施設災害復旧 33,500 33,500

11 災害復旧費 1 災 害 復 旧 費 環境施設災害復旧 28,508 28,508

11 災害復旧費 1 災 害 復 旧 費 教育施設災害復旧 52,303 52,303

12 諸 支 出 金 1 公 営 企 業 費 高速鉄道事業南北線建設改良
費助成等 29,445 29,445

12 諸 支 出 金 1 公 営 企 業 費 水道事業災害復旧出資 69,742 69,742
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第 3表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

市庁舎等整備費

千円

172,000

千円

△� 26,000

千円

146,000

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む。）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

区庁舎改修費 334,000 △� 86,700 247,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

文化振興施設
整 備 費 20,300 △� 11,800 8,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

男女共同参画推進センター
施 設 整 備 費 21,100 △� 10,500 10,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

スポーツ施設
整 備 費 384,300 △� 1,900 382,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

社会福祉施設
建 設 費 142,100 △� 7,700 134,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

障害福祉施設
建 設 費 21,600 △� 7,000 14,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

高齢福祉施設
建 設 費 642,600 △� 21,100 621,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

児童福祉施設
建 設 費 736,500 △� 78,400 658,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

環境施設整備費 1,351,500 △� 237,700 1,113,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

商工業振興施設
整 備 費 68,800 2,400 71,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

観光施設整備費 68,900 △� 16,400 52,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

農 業 用 施 設
整 備 費 323,600 △� 92,600 231,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

住 宅 建 設 費 1,541,600 122,600 1,664,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

道 路 整 備 費 8,300,900 1,940,500 10,241,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

自転車等駐車場
建 設 費 224,600 △� 120,100 104,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

市街灯整備費 221,600 △� 47,700 173,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

都市計画街路
事 業 費 2,105,700 △� 61,200 2,044,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公 園 整 備 費 1,068,800 72,000 1,140,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上
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起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

河 川 改 修 費 312,300 △� 93,200 219,100

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む。）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

9.0以内
（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

消防施設整備費 1,418,400 △� 67,100 1,351,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

学 校 建 設 費 5,118,700 1,186,300 6,305,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

市民センター
建 設 費 676,300 △� 9,800 666,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

教育情報ネットワーク
整 備 費 2,660,000 2,660,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

土 木 施 設
災 害 復 旧 費 2,103,100 271,300 2,374,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

環 境 施 設
災 害 復 旧 費 5,800 28,100 33,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

教 育 施 設
災 害 復 旧 費 16,800 16,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

高速鉄道事業
出 資 金 604,000 △� 21,000 583,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

高速鉄道事業
補 助 金 14,400 14,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

水 道 事 業
出 資 金 56,100 △� 17,000 39,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

臨時財政対策 21,500,000 △� 587,000 20,913,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合 計 51,596,400 4,692,500 56,288,900
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第 2 号議案

令和元年度仙台市都市改造事業特別会計
補正予算（第 1号）

元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市都市改造事業特

別会計予算」の名称を「令和元年度仙台市都市改造事業特別会計予算」とし，元号による年表示

についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度仙台市の都市改造事業特別会計補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,243千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ5,386,561千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 ２条　地方自治法第213条第 １ 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 ２表　繰越明許費」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 都市改造事業費 1 蒲 生 北 部
地 区 事 業 費 蒲生北部地区土地区画整理

千円
1,097,211
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第 3 号議案

令和元年度仙台市中央卸売市場事業特別会計
補正予算（第 1号）

元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市中央卸売市場事

業特別会計予算」の名称を「令和元年度仙台市中央卸売市場事業特別会計予算」とし，元号によ

る年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度仙台市の中央卸売市場事業特別会計補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ88,500千円を減額し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ3,195,262千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 ２条　地方自治法第213条第 １ 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 ２表　繰越明許費」による。

（市債の補正）

第 3条　市債の補正は，「第 3表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 中央卸売市場費 1 中央卸売市場費 管理棟非常用発電設備更新工事
千円
18,540

第 3表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

食 肉 市 場
事 業 費

千円

505,900�

千円

△� 88,500

千円

417,400

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む｡）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

合 計 923,300� △� 88,500�� 834,800
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第 4 号議案

令和元年度仙台市公債管理特別会計
補正予算（第 1号）

元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市公債管理特別会

計予算」の名称を「令和元年度仙台市公債管理特別会計予算」とし，元号による年表示について

も「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度仙台市の公債管理特別会計補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ500,000千円を減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ127,052,978千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。
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第 5 号議案

令和元年度仙台市新墓園事業特別会計
補正予算（第 1号）

元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市新墓園事業特別

会計予算」の名称を「令和元年度仙台市新墓園事業特別会計予算」とし，元号による年表示につ

いても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度仙台市の新墓園事業特別会計補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ92,570千円を減額し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ970,985千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 ２条　地方自治法第213条第 １ 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 ２表　繰越明許費」による。

（市債の補正）

第 3条　市債の補正は，「第 3表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

1 墓 園 事 業 費 1 墓 園 事 業 費 いずみ墓園整備
千円

112,390

第 3表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

墓 園 整 備 費

千円

525,000�

千円

△� 90,000

千円

435,000

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む｡）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と
する。

％
9.0以内

（ただし，利率見直	
し方式で借り入れる	
公的資金について，	
利率の見直しを行っ	
た後においては，当	
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条	
件又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

合 計 525,000� △� 90,000 435,000
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第 6 号議案

令和元年度仙台市介護保険事業特別会計
補正予算（第 1号）

元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市介護保険事業特

別会計予算」の名称を「令和元年度仙台市介護保険事業特別会計予算」とし，元号による年表示

についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度仙台市の介護保険事業特別会計補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,098,993千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ77,517,920千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。
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第 7 号議案

令和元年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計
補正予算（第 1号）

元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市後期高齢者医療

事業特別会計予算」の名称を「令和元年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算」とし，元号

による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度仙台市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 １号）は，次に定めるところ	

による。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,456千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ11,767,681千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 １表　歳入歳出予算補正」による。
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第 8 号議案

令和元年度仙台市下水道事業会計補正予算（第 ２号）

（総　則）

第 １条　令和元年度仙台市下水道事業会計の補正予算（第 ２号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 ２条　令和元年度仙台市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 ２条に定めた業務の

予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（１）　汚 水 処 理 戸 数	 510,800戸　	 	 2,900戸　	 513,700戸　

　（２）　年 間 総 汚 水 処 理 水 量	 135,640千㎥	 　　△	 2,770千㎥	 132,870千㎥

　（3）　 １日平均汚水処理水量	 371千㎥	 　　△	 8 千㎥	 363千㎥

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　　　管 き ょ 建 設 費	 6,569,506千円	 △	 266,833千円	 6,302,673千円

　　　　ポ ン プ 場 建 設 費	 1,505,806千円	 △	 91,958千円	 1,413,848千円

　　　　処　理　場　建　設　費	 4,690,615千円	 △	 959,975千円	 3,730,640千円

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 １款　下 水 道 事 業 収 益 	 38,478,444千円� △� 815,259千円� 37,663,185千円

　　第 １項　営 　 業 　 収 　 益 	 25,114,038千円	 △	 418,000千円	 24,696,038千円

　　第 ２項　営　業　外　収　益	 12,089,000千円	 △	 85,000千円	 12,004,000千円

　　第 3項　特 　 別 　 利 　 益 	 1,275,406千円	 △	 312,259千円	 963,147千円

支　　　　　出
　第 １款　下 水 道 事 業 費 用 	 36,787,470千円� △�1,761,000千円� 35,026,470千円

　　第 １項　営 　 業 　 費 　 用 	 30,876,567千円	 △	 611,000千円	 30,265,567千円

　　第 ２項　営　業　外　費　用	 4,000,836千円	 △	 420,000千円	 3,580,836千円

　　第 3項　特 　 別 　 損 　 失 	 1,860,067千円	 △	 730,000千円	 1,130,067千円
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（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第４条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,585,225千

円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額415,856千円，過年度分損益勘定留保

資金7,064,768円，当年度分損益勘定留保資金3,164,513千円及び減債積立金1,940,088千円で補て

んするものとする。）	に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　資　本　的　収　入	 20,989,473千円� △�1,352,183千円� 19,637,290千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 15,747,900千円	 △	 533,300千円	 15,214,600千円

　　第 2項　国　庫　支　出　金	 4,237,389千円	 △	 493,486千円	 3,743,903千円

　　第 3項　固定資産売却代金	 1,439千円	 △	 1,439千円	 0千円

　　第 4項　他 会 計 負 担 金 	 18,462千円	 △	 2,000千円	 16,462千円

　　第 7項　その他資本的収入	 328,514千円	 △	 321,958千円	 6,556千円

支　　　　　出
　第 1款　資　本　的　支　出	 33,821,581千円� △�1,599,066千円� 32,222,515千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 14,080,234千円	 △	1,331,766千円	 12,748,468千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金 	 19,700,347千円	 △	 267,300千円	 19,433,047千円

（企業債）

第５条　予算第６条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　公 共 下 水 道 事 業 	 7,948,600千円	 △	 533,300千円	 7,415,300千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　予算第９条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 2,108,580千円	 △	 51,000千円	 2,057,580千円

（他会計からの補助金）

第７条　予算第10条中「8,238,435千円」を「7,960,435千円」に改める。
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第 9 号議案

令和元年度仙台市自動車運送事業会計補正予算（第 １号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市自動車運送事業

会計予算」の名称を「令和元年度仙台市自動車運送事業会計予算」（以下「予算」という。）とし，

元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総　則）

第 １条　令和元年度仙台市自動車運送事業会計の補正予算（第 １号）は，次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

第 ２条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 １款　自動車運送事業収益	 10,453,548千円� � 2,139千円� 10,455,687千円

　　第 3項　特 　 別 　 利 　 益 	 10千円	 	 2,139千円	 2,149千円

支　　　　　出
　第 １款　自動車運送事業費用	 11,281,558千円� △� 181,451千円� 11,100,107千円

　　第 １項　営 　 業 　 費 　 用 	 11,156,441千円	 △	 359,308千円	 10,797,133千円

　　第 ２項　営　業　外　費　用 	 75,107千円	 	 37,000千円	 112,107千円

　　第 3項　特 　 別 　 損 　 失 	 10千円	 	 140,857千円	 140,867千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（１）　職 　 員 　 給 　 与 　 費 	 3,809,228千円	 △	 227,308千円	 3,581,920千円
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第 10 号議案

令和元年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 ２号）

（総　則）

第 １条　令和元年度仙台市高速鉄道事業会計の補正予算（第 ２号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 ２条　令和元年度仙台市高速鉄道事業会計予算（以下「予算」という。）第 ２条に定めた業務

の予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）

　（3）　年 間 総 輸 送 人 員	 93,205千人	 	 535千人	 93,740千人

　（4）　一 日 平 均 輸 送 人 員	 255千人	 	 １ 千人	 256千人

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 １款　高速鉄道事業収益	 24,574,466千円� � 103,219千円� 24,677,685千円

　　第 １項　営 　 業 　 収 　 益	 19,187,872千円	 	 103,219千円	 19,291,091千円

支　　　　　出
　第 １款　高速鉄道事業費用	 27,188,145千円� � 1,803,121千円� 28,991,266千円

　　第 １項　営 　 業 　 費 　 用	 24,761,794千円	 △	 195,879千円	 24,565,915千円

　　第 ２項　営　業　外　費　用	 2,376,341千円	 	 1,000千円	 2,377,341千円

　　第 3項　特 　 別 　 損 　 失	 10千円	 	 1,998,000千円	 1,998,010千円
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（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,083,276千円

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等7,083,276千円で補てんするものとす

る。）に改め，資本的支出第 １款中第 ５項を １項繰り下げ，第 4項の次に第 ５項他会計長期借

入金償還金を加え，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 １款　高速鉄道事業資本的収入	 3,060,917千円� △� 98,555千円� 2,962,362千円

　　第 １項　企　　　業　　　債	 2,235,000千円	 △	 105,000千円	 2,130,000千円

　　第 ２項　出　　　資　　　金	 604,000千円	 △	 21,000千円	 583,000千円

　　第 3項　他 会 計 補 助 金 	 221,917千円	 	 14,445千円	 236,362千円

　　第 4項　国　庫　補　助　金	 0 千円	 	 13,000千円	 13,000千円

支　　　　　出
　第 １款　高速鉄道事業資本的支出	 10,093,902千円� △� 48,264千円� 10,045,638千円

　　第 １項　建　設　改　良　費	 3,035,764千円	 △	 98,264千円	 2,937,500千円

　　第 4項　その他資本的支出	 50,000千円	 △	 50,000千円	 0 千円

　　第 ５項　他会計長期借入金償還金	 0 千円	 	 100,000千円	 100,000千円

（企業債）

第 ５条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（１）　高速鉄道事業建設改良費 	 2,205,000千円	 △	 105,000千円	 2,100,000千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 6条　予算第 9条に定めた経費の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（１）　職 　 員 　 給 　 与 　 費	 4,294,931千円	 △	 443,567千円	 3,851,364千円

（他会計からの補助金）

第 7条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

　（５）　高速鉄道建設費補助金	 225,003千円	 	 14,445千円	 239,448千円

（他会計からの出資金）

第 8条　予算第11条中「604,000千円」を「583,000千円」に改める。
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第 11 号議案

令和元年度仙台市水道事業会計補正予算（第 1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市水道事業会計予

算」の名称を「令和元年度仙台市水道事業会計予算」（以下「予算」という。）とし，元号による

年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総　則）

第 1条　令和元年度仙台市水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　予算第 2条に定めた業務の予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（1）　使　用　給　水　栓　数	 464,000栓	 	 1,000栓	 465,000栓

　（2）　年　間　総　配　水　量	 119,945,000㎥	 △	 450,000㎥	 119,495,000㎥

　（3）　一 日 平 均 配 水 量	 327,720㎥	 △	 1,230㎥	 326,490㎥

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　ロ　施　設　整　備　事　業	 4,235,832千円	 △	 477,000千円	 3,758,832千円

（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　水 道 事 業 収 益	 30,280,026千円� △� 305,620千円� 29,974,406千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益 	 27,056,339千円	 △	 200,000千円	 26,856,339千円

　　第 2項　営　業　外　収　益	 3,220,821千円	 △	 105,620千円	 3,115,201千円

支　　　　　出
　第 1款　水 道 事 業 費 用	 28,410,713千円� △� 571,500千円� 27,839,213千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用	 26,964,663千円	 △	 539,500千円	 26,425,163千円

　　第 2項　営　業　外　費　用	 1,373,050千円	 △	 32,000千円	 1,341,050千円
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（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10,506,280千

円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額825,689千円及び損益勘定留保資金等

9,680,591千円で補てんするものとする。）に改め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとお

り補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 1款　水道事業資本的収入	 6,207,670千円� △� 574,000千円� 5,633,670千円

　　第 1項　企　　　業　　　債	 4,500,000千円	 △	 200,000千円	 4,300,000千円

　　第 3項　出　　　資　　　金	 454,018千円	 △	 72,000千円	 382,018千円

　　第 4項　国　庫　補　助　金	 835,556千円	 △	 232,000千円	 603,556千円

　　第 5項　開　発　負　担　金	 336,448千円	 △	 90,000千円	 246,448千円

　　第 6項　負　　　担　　　金	 53,345千円	 	 10,000千円	 63,345千円

　　第 7項　その他資本的収入	 20,573千円	 	 10,000千円	 30,573千円

支　　　　　出
　第 1款　水道事業資本的支出	 16,887,950千円� △� 748,000千円� 16,139,950千円

　　第 1項　建　設　改　良　費	 10,655,445千円	 △	 545,000千円	 10,110,445千円

　　第 2項　企 業 債 償 還 金	 6,232,505千円	 △	 203,000千円	 6,029,505千円

（企業債）

第 5条　予算第 6条に定めた限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（2）　施　設　整　備　事　業	 1,000,000千円	 △	 200,000千円	 800,000千円

（他会計からの補助金）

第 6条　予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（5）　災害復旧事業に対する補助金	 18,027千円	 △	 18,027千円	 0千円

36



第 12 号議案

令和元年度仙台市ガス事業会計補正予算（第１号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市ガス事業会計予

算」の名称を「令和元年度仙台市ガス事業会計予算」（以下「予算」という。）とし，元号による

年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総　　則）

第 １条　令和元年度仙台市ガス事業会計の補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 ２条　予算第 ２条に定めた業務の予定量を，次のとおり補正する。

	 （項　　目）	 （既決予定量）	 （補正予定量）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（１）　供　　給　　戸　　数	 344,565戸	 	 298戸	 344,863戸

　　イ　一　般　ガ　ス　事　業	 343,049戸	 	 306戸	 343,355戸

　　ロ　附　　帯　　事　　業

　　　　　簡 易 ガ ス 事 業	 1,516戸	 △	 8 戸	 1,508戸

　（２）　年 　 間 　 供 　 給 　 量

　　イ　一般ガス事業（45MJ/㎥）	 284,841千㎥	 △	 1,183千㎥	 283,658千㎥

　　ロ　附　帯　事　業

　　　　　簡易ガス事業（100.4652MJ/㎥）	 209千㎥	 △	 19千㎥	 190千㎥

　　　　　液化天然ガス販売事業	 26,209ｔ	 △	 3,553ｔ	 22,656ｔ

　（3）　一 日 平 均 供 給 量

　　イ　一般ガス事業（45MJ/㎥）	 778,254㎥	 △	 3,232㎥	 775,022㎥

　　ロ　附　　帯　　事　　業

　　　　　簡易ガス事業（100.4652MJ/㎥）	 571㎥	 △	 52㎥	 519㎥

　（4）　主 要 な 建 設 改 良 事 業

　　　　供 給 設 備 整 備 事 業	 3,926,441千円	 △	 454,000千円	 3,472,441千円
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（収益的収入及び支出）

第 3条　予算第 3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 １款　事　　業　　収　　益	 44,152,164千円� △�4,178,000千円� 39,974,164千円

　　第 １項　製 　 品 　 売 　 上	 38,084,916千円	 △	3,466,000千円	 34,618,916千円

　　第 3項　附 帯 事 業 収 益	 2,696,432千円	 △	 713,000千円	 1,983,432千円

　　第 4項　営　業　外　収　益	 821,161千円	 	 1,000千円	 822,161千円

支　　　　　出
　第 １款　事　　　業　　　費	 40,572,507千円� △�4,343,511千円� 36,228,996千円

　　第 １項　営 　 業 　 費 　 用	 34,371,292千円	 △	3,840,000千円	 30,531,292千円

　　第 3項　附　帯　事　業　費	 2,446,858千円	 △	 630,000千円	 1,816,858千円

　　第 4項　営　業　外　費　用	 1,323,454千円	 	 126,489千円	 1,449,943千円

（資本的収入及び支出）

第 4条　予算第 4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,808,990千円

は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額256,880千円，過年度分損益勘定留保資

金2,042,105千円及び当年度分損益勘定留保資金2,510,005千円で補てんするものとする。）に改

め，資本的収入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）

収　　　　　入
　第 １款　資　本　的　収　入	 3,676,938千円� △� 454,000千円� 3,222,938千円

　　第 １項　企　　　業　　　債	 3,300,000千円	 △	 152,000千円	 3,148,000千円

　　第 ２項　国　庫　補　助　金	 9,490千円	 △	 1,000千円	 8,490千円

　　第 3項　工　事　負　担　金	 367,448千円	 △	 301,000千円	 66,448千円

支　　　　　出
　第 １款　資　本　的　支　出	 8,485,928千円� △� 454,000千円� 8,031,928千円

　　第 １項　建　設　改　良　費	 4,123,614千円	 △	 454,000千円	 3,669,614千円
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（企業債）

第 ５条　予算第 6条に定めた企業債の限度額を，次のとおり補正する。

	 （起債の目的）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）
	 	 	 （△減）
　（１）　建 　 設 　 改 　 良 　 費	 3,300,000千円	 △	 152,000千円	 3,148,000千円

（たな卸資産購入限度額）

第 6条　予算第11条中「17,200,000千円」を「13,500,000千円」に改める。
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第 13 号議案

令和元年度仙台市病院事業会計補正予算（第 1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市病院事業会計予

算」の名称を「令和元年度仙台市病院事業会計予算」（以下「予算」という。）とし，元号による

年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総　則）

第 １条　令和元年度仙台市病院事業会計の補正予算（第 １号）は，次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第 ２条　予算第 ５条に定めた債務負担行為をすることができる限度額を，次のとおり補正する。

事　　　　項 期　　　間
限　　　　　度　　　　　額

既決予定額 補正予定額 計

（1）	医療情報システム更新 令和 ２年度から
令和 3年度まで

千円
1,496,000

千円
△	 1,496,000

千円
0
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